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(57)【要約】
【課題】複数のフィルタ形成領域が所定間隔を開けて長
手方向に並べられたフィルム材を使用して連続的にカラ
ーフィルタの製造を行うことができるカラーフィルタ製
造装置を提供する。
【解決手段】長手方向と直交する直線上に位置する一対
のエンコーダタイミングマーク１５が設けられたフィル
ム材２を搬送するローラ３ａ、３ｂと、フィルタ形成領
域１１にインクを塗布するインクジェット装置４と、搬
送された状態のフィルム材２から一対のエンコーダタイ
ミングマーク１５を検出する光学的検出装置６と、を備
え、検出された一対のエンコーダタイミングマーク１５
毎の検出タイミングに基づいて搬送方向に対するフィル
ム材２の傾きに伴うインクの噴射位置のずれが補正され
るようにインクジェット装置４の位置を制御し、かつ、
検出された一対のエンコーダタイミングマーク１５に基
づいてインクが噴射されるようにインクジェット装置４
の動作を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のフィルタ形成領域が所定間隔を開けて長手方向に並べられ、長手方向と交差する
直線上に位置する一対の検出部を有するタイミング調整部が前記フィルタ形成領域を避け
るように設けられたフィルム材を長手方向に沿って搬送する搬送手段と、
　前記フィルタ形成領域にインクを噴射して塗布するインク噴射手段と、
　前記搬送手段にて搬送された状態の前記フィルム材から前記一対の検出部を検出する検
出手段と、
　前記検出手段が検出した前記検出部毎の検出タイミングに基づいて搬送方向に対する前
記フィルム材の傾きに伴うインクの噴射位置のずれが補正されるように前記インク噴射手
段の位置を制御し、かつ、前記検出手段が検出した前記一対の検出部に基づいて前記フィ
ルタ形成領域にインクが噴射されるように前記インク噴射手段の動作を制御する制御手段
と、を備えることを特徴とするカラーフィルタの製造装置。
【請求項２】
　前記一対の検出部は、前記フィルム材の長手方向と直交する直線上に位置し、
　前記制御手段は、前記検出部毎の検出タイミングが同一となるように前記インク噴射手
段の位置を制御する請求項１に記載のカラーフィルタの製造装置。
【請求項３】
　前記フィルム材には、前記フィルタ形成領域の側方にカウント用マークが設けられてお
り、
　前記カウント用マークの累計カウント数を保持する数値保持手段を更に備え、
　前記検出手段は、搬送された状態の前記フィルム材から前記カウント用マークを検出し
、
　前記制御手段は、前記検出手段が検出した前記カウント用マークに基づいて前記数値保
持手段が保持する前記累計カウント数のカウントアップ及び所定値における前記累計カウ
ント数のリセットの少なくともいずれか一方を実行する請求項１又は２に記載のカラーフ
ィルタの製造装置。
【請求項４】
　前記フィルム材には、搬送方向と直交する方向のずれを調整するためのアライメントマ
ークが前記フィルタ形成領域の側方に設けられており、
　前記搬送手段にて搬送された状態の前記フィルム材から前記アライメントマークを検出
する位置検出手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記位置検出手段が検出した前記アライメントマークに基づいて前記
インク噴射手段の位置を制御する請求項１～３に記載のカラーフィルタの製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶パネル等に用いられるカラーフィルタの製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　長尺状の基材を装着する原反装着ユニットと、基材の表面に着色層用インクを供給する
ためのインクジェットユニットと、ブラックマトリクス及び着色層が形成された長尺状の
基材を巻き取るための巻取りユニットと、を備えたカラーフィルタの製造装置が知られて
いる（例えば、特許文献１）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１１７７６９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　インクジェットユニットを用いたカラーフィルタの製造装置では、フィルタ形成領域の
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所定位置にインクを噴射して塗布するためにフィルタ形成領域の周辺に複数のアライメン
トマークが設けられたフィルム材が使用される。そして、このようなカラーフィルタの製
造装置では、フィルタ形成領域の周辺に設けられた複数のアライメントマークに基づいて
フィルタ形成領域毎に位置調整をする必要がある。そのため、複数のフィルタ形成領域が
所定間隔を開けて長手方向に並べられたフィルム材を使用した場合には、フィルタ形成領
域が移動する度にフィルム材の搬送を停止し、インクジェットユニットの位置調整を行わ
なければならない。従って、フィルム材の移動が間欠的となってしまう。
【０００５】
　そこで、本発明は、複数のフィルタ形成領域が所定間隔を開けて長手方向に並べられた
フィルム材を使用して連続的にカラーフィルタの製造を行うことができるカラーフィルタ
製造装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のカラーフィルタ製造装置は、複数のフィルタ形成領域が所定間隔を開けて長手
方向に並べられ、長手方向と交差する直線上に位置する一対の検出部を有するタイミング
調整部が前記フィルタ形成領域を避けるように設けられたフィルム材を長手方向に沿って
搬送する搬送手段と、前記フィルタ形成領域にインクを噴射して塗布するインク噴射手段
と、前記搬送手段にて搬送された状態の前記フィルム材から前記一対の検出部を検出する
検出手段と、前記検出手段が検出した前記検出部毎の検出タイミングに基づいて搬送方向
に対する前記フィルム材の傾きに伴うインクの噴射位置のずれが補正されるように前記イ
ンク噴射手段の位置を制御し、かつ、前記検出手段が検出した前記一対の検出部に基づい
て前記フィルタ形成領域にインクが噴射されるように前記インク噴射手段の動作を制御す
る制御手段と、を備えている（請求項１）。
【０００７】
　このカラーフィルタの製造装置によれば、搬送された状態のフィルム材から長手方向と
交差する直線上に位置した一対の検出部が検出され、検出部毎の検出タイミングに基づい
てインク噴射手段の位置が調整される。フィルム材は長手方向に搬送されているため、フ
ィルム材に搬送方向に対する傾きが生じた場合には、一対の検出部と検出手段との位置関
係に変化が生じるので、検出タイミングにも検出部毎に変化が生じる。このため、検出部
毎の検出タイミングに基づいてインク噴射手段の位置を制御することによって、フィルム
材の傾きに伴うインクの噴射位置のずれを補正することができる。また、このカラーフィ
ルタの製造装置によれば、フィルム材を搬送しながら、検出された一対の検出部に基づい
てインク噴射手段がインクを噴射するようにその動作が制御される。このため、例えば、
検出された一対の検出部の検出タイミングに関連付けてインクを噴射するタイミングを予
め設定しておけば、フィルタ形成領域の適切な位置にインクを噴射することができる。そ
して、インク噴射手段の位置の調整と噴射タイミングの調整とはフィルム材を搬送しなが
ら行うことができるので、フィルタ形成領域が移動する度にフィルム材の搬送を停止しな
くてよい。従って、複数のフィルタ形成領域が所定間隔を開けて長手方向に並べられたフ
ィルム材を使用して連続的にカラーフィルタの製造を行うことができる。
【０００８】
　本発明に係る一対の検出部は搬送方向と交差する方向にずれて位置していればよい。例
えば、前記一対の検出部は、前記フィルム材の長手方向と直交する直線上に位置し、前記
制御手段は、前記検出部毎の検出タイミングが同一となるように前記インク噴射手段の位
置を制御してもよい（請求項２）。検出部毎の検出タイミングが同一となるように噴射手
段の位置を制御することにより、フィルム材と噴射手段との位置関係が適切であることが
補償されるので、フィルム材の傾きに伴うインクの噴射位置のずれを確実に補正できる。
　
【０００９】
　本発明のカラーフィルタの製造装置の一態様において、前記フィルム材には、前記フィ
ルタ形成領域の側方にカウント用マークが設けられており、前記カウント用マークの累計
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カウント数を保持する数値保持手段を更に備え、前記検出手段は、搬送された状態の前記
フィルム材から前記カウント用マークを検出し、前記制御手段は、前記検出手段が検出し
た前記カウント用マークに基づいて前記数値保持手段が保持する前記累計カウント数のカ
ウントアップ及び所定値における前記累計カウント数のリセットの少なくともいずれか一
方を実行してもよい（請求項３）。この場合、フィルム材の搬送状態に応じてカウント用
マークが検出され、累計カウント数がカウントアップされる。このため、カラーフィルタ
の製造装置の稼働状況を把握することができる。また、適切な所定値にて累計カウント数
がリセットされるため、累計カウント数の桁あふれを防止することができる。
【００１０】
　本発明のカラーフィルタの製造装置の一態様において、前記フィルム材には、搬送方向
と直交する方向のずれを調整するためのアライメントマークが前記フィルタ形成領域の側
方に設けられており、前記搬送手段にて搬送された状態の前記フィルム材から前記アライ
メントマークを検出する位置検出手段を更に備え、前記制御手段は、前記位置検出手段が
検出した前記アライメントマークに基づいて前記インク噴射手段の位置を制御してもよい
（請求項４）。この場合、フィルム材を搬送しながらフィルム材に生じた搬送方向と直交
する方向のずれに対応してインク噴射手段の位置を調整することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１は、本発明の一形態に係るカラーフィルタの製造装置を示している。図１に示すよ
うに、製造装置１は、カラーフィルタの素材となるフィルム材２を搬送する搬送手段とし
てのローラ３ａ、３ｂと、インク噴射手段としてのインクジェット装置４と、撮像装置５
と、光学的検出装置６と、を備えている。ローラ３ａ、３ｂはフィルム材２を挟んで保持
しながら搬送することができる。フィルム材２は、ローラ３ａ、３ｂによって、矢印７方
向に搬送される。ローラ３ａ、３ｂは、搬送コントローラ８によって搬送速度、方向、搬
送の開始、停止等の動作が制御される。また、フィルム材２は、搬送経路に配置されたフ
ィルム材ステージ９によって裏面側から支持されている。
【００１２】
　図２はフィルム材２の平面図である。フィルム材２には、長方形状の複数のフィルタ形
成領域１１が所定間隔を開けて並べられている。各フィルタ形成領域１１には、基準パタ
ーン１２が形成されている。この基準パターン１２は、いわゆるブラックマトリクスパタ
ーンとして構成されている。基準パターン１２には長方形状の枠１３と枠１３内に枠１３
の長辺に平行な換言すればフィルム材２の長手方向に平行な複数の水平パターン１４とが
設けられている。
【００１３】
　図３は図２のフィルム材２の拡大図である。フィルム材２の長手方向と直交する方向の
一端側（図２の上側）には、複数のエンコーダタイミングマーク１５が、搬送速度とイン
ク噴射範囲とに応じた所定間隔を開けて並べられており、エンコーダタイミングマーク１
５間には、複数のカウンタマーク１６が搬送速度に対応した所定間隔を開けて長手方向に
並べられている。エンコーダタイミングマーク１５とカウンタマーク１６とは、いずれも
長手方向と直交する方向に延びており、フィルタ形成領域１１を避けるようにして設けら
れている。エンコーダタイミングマーク１５はカウンタマーク１６の倍程度の長さである
。エンコーダタイミングマーク１５及びカウンタマーク１６の側方（図２の上側）には、
複数のアライメントマーク１９が撮像装置５による一度の撮像で複数撮像される程度の間
隔を開けて長手方向に並べられている。これらのエンコーダタイミングマーク１５、カウ
ンタマーク１６及びアライメントマーク１９は、長手方向と直交する方向の他端側（図２
の下側）にも長手方向と直交する方向の中心線に対して対照的な位置に設けられている。
つまり、これらのマーク１５、１６、１９はフィルタ形成領域１１を避けるようにしてそ
の両側に配置されている。これらのマーク１５、１６、１９の各機能の詳細に関しては後
述する。
【００１４】
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　図１に示すように、インクジェット装置４は、ヘッド部２０を有している。ヘッド部２
０の先端にはフィルム材２にインクを噴射するインクジェットノズル２１が設けられてい
る。ヘッド部２０には、インクが貯蔵された不図示のタンクが接続されており、このタン
クから汲み上げられたインクはヘッド部２０に供給される。ヘッド部２０はフィルム材２
の表面側に配置されたステージ２２に支持されている。ステージ２２の詳細な構造の説明
は省略するが、このステージ２２は、フィルム材２と平行な平面内を、フィルム材２の長
手方向と平行なＸ軸方向と、長手方向と垂直なＹ軸方向と、ヘッド部２０の中央を中心と
する回転方向とに移動可能に構成されている。ステージ２２は、不図示の駆動装置によっ
て駆動され、その駆動装置はステージコントローラ２３によって動作制御される。また、
ヘッド部２０にはヘッド制御部２４が接続されており、そのヘッド制御部２４によってイ
ンクの噴射動作が制御される。
【００１５】
　撮像装置５は、フィルム材２の裏面側から光を照射する画像認識用照明２８と、画像認
識用照明２８の照明により得られたフィルム材２の画像を所定方向へ反射させるダイクロ
ックミラー３０と、ダイクロックミラー３０にて反射された画像を撮像するＣＣＤカメラ
３１とを有している。ＣＣＤカメラ３１は、フィルム材ステージ９の上方のダイクロック
ミラー３０と同程度の高さに設けられており、ＣＣＤカメラ３１が撮像した画像は画像処
理部３２に送られる。画像処理部３２に送られた画像に対して所定の画像処理を行うこと
により図３に示したアライメントマーク１９が検出される。撮像装置５はインクジェット
装置４とともにステージ２２に支持されており、ステージ２２の移動にともない画像認識
用照明２８、ダイクロックミラー３０、ＣＣＤカメラ３１も移動する。撮像装置５と、画
像処理部３２とが連携することによって撮像装置５と画像処理部３２との組み合わせが本
発明に係る位置検出手段として機能する。
【００１６】
　光学的検出装置６は、図３に示したエンコーダタイミングマーク１５及びカウンタマー
ク１６を検出するための装置でありステージ２２に支持されている。光学的検出装置６は
、フィルム材ステージ９の下方に設けられたレーザ照射装置３４と、フィルム材２の表面
側に配置されてフィルム材２を透過したレーザ照射装置３４からのレーザ光を受光するレ
ーザ受光装置３５とが組み合わされることにより構成されている。図３に示されたレーザ
スポットＡ、Ｂは、レーザ照射装置３４によるレーザ光の照射位置である。レーザ照射装
置３４には、エンコーダタイミングマーク１５のみに対してレーザ光を射出してレーザス
ポットＡを形成する一組のレーザダイオードを備えるとともに、カウンタマーク１６及び
エンコーダタイミングマーク１５に対してレーザ光を射出してレーザスポットＢを形成す
るもう一組のレーザダイオードを備えている。レーザ受光装置３５はレーザスポットＡ、
Ｂからの各レーザ光を別々に受光できる二組のフォトダイオードを備えている。光学的検
出装置６はステージ２２に支持されているので、ステージ２２の移動にともないレーザ照
射装置３４及びレーザ受光装置３５も移動する。また、レーザ受光装置３５がレーザスポ
ットＡ、Ｂから検出したレーザ光の各光量は演算部３６に送られる。
【００１７】
　演算部３６はレーザ受光装置３５から送られた各レーザスポットＡ、Ｂの光量に基づい
てフィルム材２に対するレーザ光の透過率を算出し、その透過率に基づいてエンコーダタ
イミングマーク１５及びカウンタマーク１６の検出を行う。図３に示すように、エンコー
ダタイミングマーク１５はフィルム材２の長手方向と直交する方向の一端側と他端側とに
中心線ＣＬに対して対照的に設けられている。このため、長手方向に搬送されるフィルム
材２が搬送方向とずれることなくまっすぐに搬送された場合には、長手方向と直交する方
向の一端側のエンコーダタイミングマーク１５と、これと対照的に設けられた他端側のエ
ンコーダタイミングマーク１５とは同時に検出される。これに対して、フィルム材２が搬
送方向７に対して傾いた場合には、光学的検出装置６とエンコーダタイミングマーク１５
との位置関係がずれるので検出タイミングに差が生じる。従って、一端側及び他端側の各
エンコーダタイミングマーク１５が同時に検出されるように、ステージ２２を移動させて
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インクジェット装置４の位置を制御することにより、フィルム材２の傾きに伴うインクの
噴射位置のずれを補正することができる。エンコーダタイミングマーク１５はこうした機
能を持つため、長手方向と直交する方向の一端側に設けられたエンコーダタイミングマー
ク１５と、これと対照的に長手方向と直交する方向の他端側に設けられたエンコーダタイ
ミングマーク１５とが、本発明に係る一対の検出部に相当し、これらが本発明に係るタイ
ミング調整部として機能する。
【００１８】
　また、カウンタマーク１６及びそエンコーダタイミングマーク１５が検出されると、演
算部３６で保持している累計カウント数がカウントアップされる。このため、カウンタマ
ーク１６及びエンコーダタイミングマーク１５が本発明に係るカウント用マークとして機
能し、演算部３６が本発明に係る数値保持手段として機能する。そして、光学的検出装置
６と、演算部３６とが連携することによって光学的検出装置６と演算部３６との組み合わ
せが本発明に係る検出手段として機能する。
【００１９】
　主制御部４０は、搬送コントローラ８、ステージコントローラ２３、ヘッド制御部２４
、画像処理部３２、演算部３６に接続され、それらの動作の制御を所定のプログラムに従
って実行するコンピュータとして構成されている。図４は、主制御部４０が実行するステ
ージ２２の位置制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。
【００２０】
　図４の制御ルーチンでは、ステップＳ１において搬送された状態のフィルム材２から光
学的検出装置６が検出した光量に基づき、一対のエンコーダタイミングマーク１５を検出
するように演算部３６に指示を出す。続くステップＳ２では、検出した一対のエンコーダ
タイミングマーク１５から各エンコーダタイミングマーク１５の検出タイミングが同一か
否かを判定する。ステップＳ２の判定が肯定的判定の場合は、以降のステップをスキップ
して今回のルーチンを終了し、否定的判定の場合は、ステップＳ３に進む。ステップＳ３
では、エンコーダタイミングマーク１５毎の検出タイミングが同一となるようにステージ
２２の位置を調整して今回のルーチンを終了する。
【００２１】
　主制御部４０が図４の制御ルーチンを実行することにより、搬送された状態のフィルム
材２から一対のエンコーダタイミングマーク１５が検出され、エンコーダタイミングマー
ク１５毎の検出タイミングが同一となるようにヘッド部２０の位置が調整される。
【００２２】
　図４の制御と並行して、主制御部４０はインクジェット装置４によるインクの噴射制御
を行っている。搬送された状態のフィルム材２から一対のエンコーダタイミングマーク１
５が検出された場合には、ヘッド部２０のインクジェットノズル２１からインクを噴射さ
せるように主制御部４０によってヘッド制御部２４に指示が出される。エンコーダタイミ
ングマーク１５はフィルム材２の搬送速度とインク噴射範囲とに応じた所定間隔を開けて
設けられているので、エンコーダタイミングマーク１５の検出タイミングとインクの噴射
タイミングとを予め関連付けておくことにより、ヘッド部２０がインクを噴射する適切な
タイミングを調整することができる。そして、このインク噴射タイミングの調整と、図４
の制御ルーチンとは、どちらもフィルム材２を搬送しながら行われる。このため、フィル
タ形成領域１１が移動する度にフィルム材２の搬送を停止しなくてよいので、複数のフィ
ルタ形成領域１１が所定間隔を開けて長手方向に並べられたフィルム材２を使用して連続
的にカラーフィルタの製造を行うことができる。主制御部４０は、図４の制御ルーチンを
実行するとともに、エンコーダタイミングマーク１５に基づいてインクジェット装置４を
制御することにより本発明に係る制御手段として機能する。
【００２３】
　図５は、主制御部４０が実行するカウント制御ルーチンの一例を示すフローチャートで
ある。図５の制御ルーチンでは、ステップＳ１１において搬送された状態のフィルム材２
から一対のカウンタマーク１６及びエンコーダタイミングマーク１５を検出するように演
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算部３６に指示を出し、これらの検出にともなって演算部３６で保有する累計カウント数
をカウントアップする。ステップＳ１２では、カウントアップ後の累計カウント数が所定
値以上であるか否かを判定する。ステップＳ１２の判定が否定的判定の場合には今回のル
ーチンを終了する。一方、ステップＳ１２の判定が肯定的判定の場合には、ステップＳ１
３に進み累計カウント数をリセットして今回のルーチンを終了する。主制御部４０は、図
４及び図５のルーチンを所定の周期で繰り返し実行する。
【００２４】
　主制御部４０が図５のルーチンを実行することによってフィルム材２の搬送状態に応じ
て累計カウント数のカウントアップが行われる。これにより、カラーフィルタの製造装置
１の稼働状況を把握することができる。また、適切な所定値にて累計カウント数のリセッ
トが行われるため、カウント数の桁あふれを防止することができる。
【００２５】
　図４に示した位置制御は、フィルム材２の傾きに対応する制御であるが、図４の制御と
並行して、図３に示したアライメントマーク１９に基づいて上述したＹ軸方向に関するス
テージ２２の位置制御も行っている。即ち、主制御部４０は、搬送中のフィルム材からア
ライメントマーク１９を検出し、検出されたアライメントマーク１９がＹ軸方向の所定位
置にあるか否かを判定する。アライメントマーク１９の検出はＣＣＤカメラ３１を用いて
行われる。この判定が否定的判定の場合にはアライメントマーク１９が所定位置となるよ
うにステージ２２の位置を調整する。これにより、フィルム材２に生じた搬送方向と直交
する方向のずれに対応してヘッド部２０の位置を調整することができる。
【００２６】
　本発明は、上記の形態に限定されず、本発明の要旨の範囲内で種々の形態にて実施でき
る。上記の形態では、一対のエンコーダタイミングマークがフィルム材の長手方向と直交
する直線上に位置しているが、これに限定されるものではなく、長手方向と交差する直線
上に位置する一対のエンコーダタイミングマークが設けられていればよい。このため、一
対のエンコーダタイミングマークはフィルタ形成領域を挟んで設けられていなくてもよく
、例えば、フィルタ形成領域間に設けられてもよい。また、エンコーダタイミングマーク
は長手方向と直交する方向に延びる直線状に形成されているが、この形状に限定されるも
のではなく、光学的検出装置で検出できる限りにおいていかなる形状でもよい。カウンタ
マークは省略してもよいし、エンコーダタイミングマークをカウンタマークとして兼用し
てもよい。
【００２７】
　また、アライメントマークは、Ｙ軸方向の位置調整ができる限りにおいてどのような形
状であってもよい。またアライメントマークを設ける位置にも制限はない。また、アライ
メントマークは搬送方向に対して所定間隔を開けて複数個設けられることは一例にすぎな
い。従って、アライメントマークをフィルタ形成領域の側方において、長手方向に連続的
に延びる直線状にすることもできる。
【００２８】
　また、検出手段としての光学的検出装置６は、エンコーダタイミグマーク及びカウンタ
マークを検出できる限りにおいて、種々の構成を採用することができる。また、上記形態
では、位置検出手段としての撮像手段６及び画像処理部３２と、検出手段としての光学的
検出装置６とを別々に設けているが、位置検出手段としての撮像手段６及び画像処理部３
２を検出手段として兼用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一形態に係るカラーフィルタの製造装置を示す図。
【図２】フィルム材の平面図。
【図３】図２におけるフィルタ形成領域の拡大図。
【図４】本発明に係る主制御部が実行するステージの位置制御ルーチンの一例を示すフロ
ーチャート。
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【図５】本発明に係る主制御部が実行するカウント制御ルーチンの一例を示すフローチャ
ート。
【符号の説明】
【００３０】
　１　カラーフィルタの製造装置
　２　フィルム材
　３ａ、３ｂ　ローラ（搬送手段）
　４　インクジェット装置（インク噴射手段）
　５　光学的検出装置
　６　撮像装置
　１１　フィルタ形成領域
　１５　エンコーダタイミングマーク（検出部）
　３２　画像処理部
　３６　演算部
　４０　主制御部（制御手段）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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